
➂令和８年１月１日時点で日本国内に住民登録がない者のみで構成される世帯でない

➄令和８年１月２日以降に他市町村へ転居していない

➃世帯員に令和８年１月２日以降の転入者（婚姻・出生・世帯合併等）がいない

はい

➀令和８年６月１日時点で群馬県内の市町村に住民登録がある

➁世帯全員の令和８年度住民税が非課税である

いいえ

支給要件を
満たしません

※ただし個別事情がある
場合は相談してください。

いいえ

➅更正の請求により非課税になった者がいない

支給要件を満たしています
※順次発送中のため、お待ちください。

支給要件の確認が必要です
※申請書類を提出する必要があります。

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

住民税非課税世帯への給付対象確認フローチャート（イメージ）※現時点の案のため、今後変更となる可能性があります。



【必要書類について】

支給要件の確認のため、申請書の他、以下の書類を提出してください。

〇フローチャート➃及び➄の場合
・世帯全員が確認できる住民票
※住民となった日が６月１日以前と確認ができるもの
・世帯全員の非課税証明書

〇フローチャート➅の場合
・令和8年度非課税証明（1/1時点の自治体で取得する必要あり）
・更生の請求の控えのコピー
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